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「
長
谷
川
中
八
紀
功
碑
」
に
つ
い
て

整
理
番
号

題
額

題
額
揮
毫

碑
記
撰
文

碑
記
揮
毫

行
田
○
一

長
谷
川
中
八
紀
功
碑

萩
原
汎
愛

早
川
光
蔵

村
田
充
枝

鐫
刻

撰
文
建
碑
年

住
所

場
所

備
考

―

一
八
九
九
・
明
治
三
二

下
中
条

見
沼
元
圦
公
園

一
．
は
じ
め
に

本
石
碑
は
、
長
年
に
わ
た
り
、
見
沼
代
用
水
の
取
水
施
設
で
あ
る
「
元
圦
」
「
増
圦
」
の
管
理
を
担
っ

た
長
谷
川
中
八
の
逝
去
に
伴
い
、
そ
の
功
績
を
称
え
て
称
揚
す
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
の
も
あ
る
。

な
お
本
碑
文
で
は
、
中
八
の
申
請
に
応
じ
て
、
「
増
圦
」
が
明
治
七
年
に
作
ら
れ
た
と
も
読
め
そ
う
な

記
述
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
増
圦
」
の
築
造
は
「
元
圦
」
創
設
の
翌
年
、
享
保
十
三
年
で
あ
り
、
そ
の
後

も
圦
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
天
明
三
年
の
浅
間
山
噴
火
を
契
機
と
し
て
、
機
能
不
全
に
陥
り

が
ち
で
あ
っ
た
の
を
、
明
治
八
年
に
中
八
ら
が
一
大
改
修
工
事
を
行
っ
た
も
の
。

○
写
真
１

石
碑
正
面
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○
写
真
２

題
額
（
篆
書
体
）

○
写
真
３
「
碑
記
」
部
分
（
楷
書
体
）

○
写
真
４

石
碑
背
面
（
一
部
）

二
．
翻
刻
並
に
訳
注

■
翻
刻

◎
題
額

長
谷

川
中

八
紀

功
碑
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◎
碑
記

億
玉
縣
知
事
従
四
位
勲
五
等
萩
原
濂
愛
篆
額

武
之
南
北
億
玉
南
北
足
立
四
郡
土
地
曠
濶
沃
野
相
連
而
灌
漑
不
便
民
患
之
享
保
中
幕
府
普
請

役
井
澤
彌
惣
兵
衞
者
引
利
根
川
貫
四
郡
中
央
秣
謂
見
沼
代
用
水
路
是
也
楜
是
田
圃
大
開
民
頼

其
利
而
其
水
源
在
北
億
玉
郡
須
加
村
大
字
下
中
條
設
閘
門
二
曰
元
圦
曰
増
圦
雨
則
塞
之
涸
則

開
之
俾
水
路
常
保
平
準
村
人
長
谷
川
氏
世
掌
其
役
以
至
于
今
日
葢
其
先
長
谷
川
重
兵
衞
者
従

井
澤
氏
開
鑿
水
路
有
功
故
子
孫
世
其
職
云
重
兵
衛
後
中
八
鋭
意
勤
勉
致
力
水
事
使
下
流
常
無

涸
溢
之
憂
於
是
土
地
益
拓
灌
域
愈
大
□
然
水
源
有
限
而
不
逧
普
給
中
八
乃
與
水
理
総
代
北
足

立
郡
芝
村
須
賀
保
實
同
郡
新
郷
村
中
山
大
四
郎
南
足
立
郡
千
住
町
髙
尾
紀
□
等
謀
更
鑿
増
圦

水
路
以
導
其
源
請
官
得
允
以
明
治
七
年
十
一
月
起
工
至
翌
年
三
月
而
成
其
方
工
之
未
成
也
有

不
得
不
毀
民
家
沒
田
圃
者
誹
訾
紛
然
交
訴
其
不
利
中
八
個
以
公
共
利
害
慰
諭
百
方
及
其
成
也

人
享
其
利
始
稱
其
功
中
八
為
人
朴
直
當
事
不
苟
又
通
水
理
精
天
候
故
其
為
樋
守
役
也
開
閉
得

冝
常
在
水
源
而
制
二
十
餘
里
之
末
□
殆
無
不
如
意
蓋
其
專
心
熟
練
狭
致
云
中
八
在
軄
自
三
十

一
歳
至
七
十
五
□
毎
歳
至
灌
漑
期
日
巡
視
閘
門
及
其
附
近
未
嘗
一
日
廢
之
明
治
三
十
一
年
九
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月
八
日
病
歿
其
歿
也
船
近
無
不
悼
惜
見
沼
代
用
水
路
水
利
土
功
會
贈
三
百
金
資
弔
祭
亦
□
以

知
其
功
矣
嗣
子
増
太
郎
来
請
文
欲
勒
之
於
石
以
傳
不
朽
余
以
管
理
土
功
會
莱
不
可
辭
也
因
記

其
梗
概
係
以
銘
曰

苦
辛
守
閘

四
十
餘
年

公
益
維
廣

滋
彼
良
田

隆
然
其
石

爰
表
功
徳

渠
水
滾
々

□
而
不
息

明
治
三
十
二
年
二
月

億
玉
縣
北
足
立
郡
長
従
七
位
早
川
光
蔵
撰

億
玉
縣
北
□
立
郡
書
記
村
田
充
枝
書

＊
異
体
字
等

○
億

埼
。

○
濂

汎
。

○
秣

所
。

○
楜

從
。

○
葢

蓋
。

○
□

雖
。

○
逧

能
。

○
個

説
。

○
冝

宜
。

○
□

流
。

○
狭

所
。

○
軄

職
。

○
□

歳
。

○
船

遠
。

○
□

足
。

○
莱

義
。
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■
訳
注

●
本
文
（
い
わ
ゆ
る
旧
字
体
と
し
、
一
行
毎
に
改
行
し
た
）

◎
題
額

長
谷
川
中
八
紀
功
碑
。

◎
碑
記

埼
玉
縣
知
事
從
四
位
勲
五
等
萩
原
汎
愛
篆
額
。

武
之
南
北
埼
玉
南
北
足
立
四
郡
、
土
地
曠
濶
、
沃
野
相
連
。

而
灌
漑
不
便
、
民
患
之
。

享
保
中
、
幕
府
普
請
役
井
澤
彌
惣
兵
衞
者
、
引
利
根
川
、
貫
四
郡
中
央
。

所
謂
見
沼
代
用
水
路
、
是
也
。

從
是
田
圃
大
開
、
民
頼
其
利
。

而
其
水
源
在
北
埼
玉
郡
須
加
村
大
字
下
中
條
。

設
閘
門
二
、
曰
元
圦
、
曰
増
圦
。

雨
則
塞
之
、
涸
則
開
之
、
俾
水
路
常
保
平
準
。

村
人
長
谷
川
氏
、
世
掌
其
役
、
以
至
于
今
日
。

蓋
其
先
長
谷
川
重
兵
衞
者
、
從
井
澤
氏
開
鑿
水
路
有
功
。

故
子
孫
世
其
職
云
。

重
兵
衛
後
、
中
八
鋭
意
勤
勉
、
致
力
水
事
、
使
下
流
常
無
涸
溢
之
憂
。

於
是
土
地
益
拓
、
灌
域
愈
大
。

雖
然
水
源
有
限
、
而
不
能
普
給
。

中
八
乃
與
水
理
総
代
北
足
立
郡
芝
村
須
賀
保
實
、
同
郡
新
郷
村
中
山
大
四
郎
、
南
足
立
郡
千
住
町
髙
尾

紀
□
等
、
謀
、
更
鑿
増
圦
水
路
、
以
導
其
源
。

請
官
得
允
。

以
明
治
七
年
十
一
月
起
工
、
至
翌
年
三
月
而
成
。

其
方
工
之
未
成
也
、
有
不
得
不
毀
民
家
沒
田
圃
者
。

誹
訾
紛
然
、
交
訴
其
不
利
。

中
八
説
以
公
共
利
害
、
慰
諭
百
方
。

及
其
成
也
、
人
享
其
利
、
始
稱
其
功
。

中
八
爲
人
朴
直
、
當
事
不
苟
。

又
通
水
理
精
天
候
。

故
其
爲
樋
守
役
也
、
開
閉
得
宜
。

常
在
水
源
、
而
制
二
十
餘
里
之
末
流
、
殆
無
不
如
意
。

蓋
其
專
心
熟
練
所
致
云
。

中
八
在
職
、
自
三
十
一
歳
至
七
十
五
歳
。

毎
歳
至
灌
漑
期
日
、
巡
視
閘
門
及
其
附
近
、
未
嘗
一
日
廢
之
。

明
治
三
十
一
年
九
月
八
日
、
病
歿
。

其
歿
也
、
遠
近
無
不
悼
惜
。

見
沼
代
用
水
路
水
利
土
功
會
、
贈
三
百
金
、
資
弔
祭
。

亦
足
以
知
其
功
矣
。
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嗣
子
増
太
郎
、
來
請
文
、
欲
勒
之
於
石
、
以
傳
不
朽
。

余
以
管
理
土
功
會
、
義
不
可
辭
也
、

因
記
其
梗
概
。

係
以
銘
、

曰
、

苦
辛
守
閘
、
四
十
餘
年
。
公
益
維
廣
、
滋
彼
良
田
。

隆
然
其
石
、
爰
表
功
德
。
渠
水
滾
々
、
流
而
不
息
。

明
治
三
十
二
年
二
月
、

埼
玉
縣
北
足
立
郡
長
從
七
位
早
川
光
藏
撰
。

埼
玉
縣
北
足
立
郡
書
記
村
田
充
枝
書
。

●
訓
訳

◎
碑
記

埼
玉
縣
知
事
從
四
位
勲
五
等
萩
原
汎
愛
篆
額
。

ひ

ろ

え

武
の
南
北
埼
玉
、
南
北
足
立
の
四
郡
は
、
土
地
は
曠
濶
に
し
て
、
沃
野
相
ひ
連
な
る
。

而
し
て
灌
漑
に
便
な
ら
ず
、
民
之
を
患
ふ
。

わ
づ
ら

享
保
中
、
幕
府
の
普
請
役
井
澤
彌
惣
兵
衞
な
る
者
、
利
根
川
を
引
き
て
、
四
郡
の
中
央
を
貫
く
。

ふ

し
ん

所
謂
る
、
見
沼
代
用
水
路
、
是
れ
な
り
。

い

は

ゆ

是
れ
よ
り
田
圃
大
い
に
開
け
、
民
其
の
利
に
頼
る
。

而
し
て
其
の
水
源
は
北
埼
玉
郡
須
加
村
大
字
下
中
條
に
在
り
。

閘
門
を
設
く
る
こ
と
二
、
曰
く
元
圦
、
曰
く
増
圦
、
と
。

も
と
い
り

雨
ふ
れ
ば
則
ち
之
を
塞
ぎ
、
涸
る
れ
ば
則
ち
之
を
開
き
、
水
路
を
し
て
常
に
平
準
を
保
た
し
む
。

村
人
長
谷
川
氏
、
世
々
其
の
役
を
掌
り
、
以
て
今
日
に
至
る
。

こ
ん
に
ち

蓋
し
其
の
先
長
谷
川
重
兵
衞
な
る
者
、
井
澤
氏
に
從
ひ
て
水
路
を
開
鑿
す
る
に
功
有
り
。

故
に
子
孫
其
の
職
を
世
々
に
す
と
云
ふ
。

重
兵
衞
の
後
、
中
八
鋭
意
勤
勉
に
し
て
、
力
を
水
事
に
致
し
、
下
流
を
し
て
常
に
涸
溢
の
憂
ひ
無
か
ら

し
む
。

是
に
お
い
て
土
地
益
々
拓
け
、
灌
域
愈
々
大
な
り
。

こ
こ然

り
と
雖
も
水
源
に
限
り
有
り
て
、
普
く
給
す
る
能
は
ず
。

あ
ま
ね

中
八
乃
ち
水
理
総
代
北
足
立
郡
芝
村
須
賀
保
實
、
同
郡
新
郷
村
中
山
大
四
郎
、
南
足
立
郡
千
住
町
髙
尾

紀
□
等
と
謀
る
、
更
に
増
圦
水
路
を
鑿
ち
、
以
て
其
の
源
を
導
く
こ
と
を
。

官
に
請
ひ
、
允
を
得
。

ゆ
る
し

明
治
七
年
十
一
月
を
以
て
工
を
起
こ
し
、
翌
年
三
月
に
至
り
て
成
る
。

其
の
工
の
未
だ
成
ら
ざ
る
に
方
た
り
て
や
、
民
の
家
を
毀
ち
田
圃
を
沒
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
者
有
り
。

あ

誹
訾
紛
然
と
し
て
、
交
々
其
の
不
利
を
訴
ふ
。

ひ

し

こ
も
ご
も

中
八
説
く
に
公
共
の
利
害
を
以
て
し
、
慰
諭
百
方
す
。

其
の
成
る
に
及
ぶ
や
、
人
其
の
利
を
享
け
、
始
め
て
其
の
功
を
稱
す
。

中
八
人
と
な
り
朴
直
に
し
て
、
事
に
當
り
て
苟
し
く
も
せ
ず
。

又
た
水
理
に
通
じ
天
候
に
精
し
。

く
は

故
に
其
の
樋
守
の
役
を
な
す
や
、
開
閉
は
宜
し
き
を
得
。
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常
に
水
源
に
在
り
て
、
而
も
二
十
餘
里
の
末
流
を
制
し
、
殆
ん
ど
意
の
ご
と
く
な
ら
ざ
る
は
無
し
。

蓋
し
其
の
專
心
熟
練
の
致
す
所
と
云
ふ
。

中
八
職
に
在
る
こ
と
、
三
十
一
歳
よ
り
七
十
五
歳
に
至
る
。

毎
歳
、
灌
漑
の
期
日
に
至
れ
ば
、
閘
門
及
び
其
の
附
近
を
巡
視
し
、
未
だ
嘗
て
一
日
も
之
を
廢
せ
ず
。

明
治
三
十
一
年
九
月
八
日
、
病
み
歿
す
。

其
の
歿
す
る
や
、
遠
近
悼
惜
せ
ざ
る
は
無
し
。

見
沼
代
用
水
路
水
利
土
功
會
、
三
百
金
を
贈
り
、
弔
祭
に
資
す
。

亦
た
以
て
其
の
功
を
知
る
に
足
ら
ん
や
。

嗣
子
増
太
郎
、
來
り
て
文
を
請
ふ
。

之
を
石
に
勒
し
て
、
以
て
不
朽
に
傳
へ
ん
と
欲
す
と
。

余
土
功
會
を
管
理
す
る
を
以
て
、
義
と
し
て
辭
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

因
り
て
其
の
梗
概
を
記
す
。

係
く
る
に
銘
を
以
て
す
、

曰
く
、

苦
辛
閘
を
守
る
こ
と
、
四
十
餘
年
。

公
益
維
れ
廣
く
、
彼
の
良
田
を
滋
す
。

う
る
ほ

隆
然
た
る
其
の
石
、
爰
に
功
德
を
表
す
。

こ
こ

渠
水
滾
々
、
流
れ
て
息
ま
ず
。

や

明
治
三
十
二
年
二
月
、

埼
玉
縣
北
足
立
郡
長
從
七
位
早
川
光
藏
撰
す
。

埼
玉
玉
縣
北
足
立
郡
書
記
村
田
充
枝
書
す
。

●
人
物

○
長
谷
川
中
八

以
下
本
碑
文
、
及
び
埼
玉
県
立
文
書
館
資
料
（
以
下
「
文
書
館
資
料
」
）
、
「
下
中
條
村

の
長
谷
川
家
と
保
存
記
録
」
、
「
見
沼
代
用
水
沿
革
史
」
に
よ
る
。
文
政
七
（
一
八
二
四
）
年
か
ら
明
治

三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
。
本
碑
文
や
公
文
書
で
は
「
中
八
」
と
の
表
記
に
な
っ
て
い
る
が
、
の
ち
の

資
料
で
は
「
忠
八
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
「
中
八
」
で
統
一
す
る
。
下
中
条
村
の
長
谷
川
氏
は
、
慶
長

五
（
一
六
○
○
）
年
以
来
、
当
村
の
名
主
を
つ
と
め
た
旧
家
で
あ
る
。
も
と
代
々
与
左
衛
門
を
称
し
て

い
た
が
、
名
主
を
命
ぜ
ら
れ
と
き
に
重
兵
衞
と
改
名
し
た
。
享
保
十
二
（
一
七
二
七
）
年
、
井
沢
弥
惣

兵
衛
に
よ
る
見
沼
代
用
水
開
鑿
の
の
ち
、
六
世
重
兵
衞
は
抜
擢
さ
れ
て
元
杁
樋
の
取
締
役
兼
見
守
役
と

な
り
、
年
五
石
あ
ま
り
の
給
米
を
賜
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
代
々
名
主
役
と
取
締
役
を
世
襲
し
て

明
治
に
至
っ
た
。
中
八
は
、
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
、
三
十
一
歳
で
家
業
を
継
ぎ
、
名
主
兼
元
圦
増

圦
樋
の
取
締
役
を
つ
と
め
る
。
明
治
に
入
る
と
、
埼
玉
県
の
水
理
係
を
つ
と
め
、
同
七
（
一
八
七
四
）

年
に
、
本
碑
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
増
圦
の
改
修
工
事
を
行
う
（
五
十
一
歳
）
。
同
十
八
（
一
八
八
五
）

年
六
月
、
北
埼
玉
郡
書
記
に
転
任
の
の
ち
、
同
月
中
に
退
官
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
亡
く
な
る
ま
で
、

元
杁
の
管
理
を
続
け
た
。

○
萩
原
汎
愛

嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
～
。
没
年
不
詳
。
土
佐
藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
戊
辰
戦

争
で
は
、
土
佐
藩
軍
と
し
て
各
地
を
転
戦
。
明
治
四
年
に
高
知
県
に
奉
職
し
て
の
ち
、
各
職
を
歴
任
。

同
二
十
五
年
に
宮
崎
県
知
事
、
同
三
十
一
年
に
第
九
代
埼
玉
県
知
事
と
な
る
。
同
三
十
二
年
に
は
退
職

し
た
。
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○
井
澤
彌
惣
兵
衞

承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
～
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
。
紀
伊
国
溝
ノ
口
の
豪
農

の
出
身
。
元
禄
三
（
一
六
九
○
）
年
に
紀
州
藩
の
徳
川
光
貞
に
召
し
出
さ
れ
る
。
の
ち
藩
主
徳
川
吉
宗

の
命
を
受
け
、
紀
の
川
流
域
の
新
田
開
発
を
行
う
。
吉
宗
が
将
軍
と
な
る
と
全
国
的
な
灌
漑
や
新
田
開

発
を
命
じ
ら
れ
た
。
主
な
事
業
と
し
て
、
見
沼
開
発
の
他
に
、
多
摩
川
改
修
、
下
総
国
手
賀
沼
新
田
開

発
、
木
曽
三
川
改
修
な
ど
が
あ
る
。

○
長
谷
川
重
兵
衞

前
注
長
谷
川
中
八
参
照
。
長
谷
川
家
の
当
主
で
、
井
沢
弥
惣
兵
衛
に
従
っ
て
元
杁

建
設
に
功
が
あ
り
、
元
杁
増
圦
の
取
締
役
を
拝
命
し
た
。

○
須
賀
保
實

不
詳
。
水
理
総
代
で
、
北
埼
玉
郡
芝
村
の
村
長
を
つ
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
治

七
年
付
の
増
圦
改
修
関
連
の
文
書
が
あ
り
、
第
二
十
四
区
長
谷
川
中
八
と
須
賀
保
実
と
の
間
で
交
わ
さ

れ
て
い
る
（
文
書
館
資
料
）
。

○
中
山
大
四
郎

不
詳
。
水
理
総
代
で
、
北
埼
玉
郡
新
郷
村
の
村
長
を
つ
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

明
治
七
年
付
の
増
圦
改
修
関
連
の
文
書
が
あ
り
、
長
谷
川
中
八
と
中
山
大
四
郎
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
て

い
る
（
文
書
館
資
料
）。

○
髙
尾
紀
吉

不
詳
。
水
理
総
代
で
南
埼
玉
郡
千
住
町
の
町
長
を
つ
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
治

七
年
づ
け
の
用
水
路
改
修
関
連
の
文
書
が
あ
り
、
下
中
条
村
の
長
谷
川
中
八
と
第
十
大
区
の
高
尾
紀
吉

と
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
（
文
書
館
資
料
）。

○
早
川
光
蔵

弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
～
大
正
五
（
一
九
一
五
）
年
。
号
は
藍
澳
。
多
門
寺
村
（
現
加

須
市
）
の
出
身
。
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
羽
生
学
校
長
と
な
り
、
一
旦
千
葉
県
に
転
じ
た
が
、
同
（
一

八
七
七
）
十
年
に
埼
玉
県
に
も
ど
り
、
衛
生
課
長
な
ど
を
経
て
、
同
三
十
（
一
八
九
七
）
年
か
ら
十
八
年

間
、
北
葛
飾
郡
長
と
北
足
立
郡
長
を
つ
と
め
た
。
病
の
た
め
大
正
四
（
一
九
一
四
）
年
に
官
を
辞
し
、
翌

年
亡
く
な
っ
た
。
漢
詩
文
に
す
ぐ
れ
、
第
二
代
埼
玉
県
令
白
根
多
助
を
中
心
と
す
る
漢
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
。
詩
文
集
に
「
藍
澳
遺
稿
」
が
あ
る
。
本
碑
文
は
未
収
。

○
村
田
充
枝

不
詳
。
埼
玉
県
の
書
記
で
、
早
川
ら
が
撰
文
し
た
碑
文
の
清
書
を
数
多
く
に
な
っ
て
い

る
。

●
注

○
曠
濶

広
々
と
し
た
さ
ま
。

○
普
請

①
仏
教
用
語
。
僧
侶
が
集
ま
っ
て
共
同
作
業
を
行
う
こ
と
。
②
日
本
語
。
土
木
・
建
築
工
事
。

ふ

し
ん

○
田
圃

耕
作
地
。
日
本
語
で
は
田
ん
ぼ
。

○
閘
門

開
閉
が
で
き
る
水
門
。

○
鋭
意

固
い
意
思
。
一
心
に
励
む
。

○
誹
訾

そ
し
る
こ
と
、
わ
る
く
い
う
こ
と
。

○
紛
然

日
本
語
で
、
ご
た
ご
た
し
て
い
る
さ
ま
。

○
慰
諭

な
ぐ
さ
め
諭
す
。

○
百
方

あ
ら
ゆ
る
方
法
手
段
。

○
朴
直

飾
り
気
が
な
く
正
直
。

○
明
治
三
十
一
年

西
暦
一
八
九
一
年
。

○
見
沼
代
用
水
路
水
利
土
功
會

見
沼
代
用
水
の
管
理
は
、
江
戸
時
代
は
幕
府
の
直
営
だ
っ
た
が
、
明

治
維
新
後
は
、
受
益
農
民
の
負
担
が
原
則
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
猶
予
期
間
の
期
限
が
切
れ
た
明
治
十
四

年
に
、
見
沼
代
用
水
路
聯
合
集
会
が
結
成
さ
れ
、
管
理
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
十
九
年
に
は
、
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見
沼
代
用
水
路
水
利
土
功
会
と
な
り
、
北
足
立
郡
長
が
管
理
職
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
早
川
光
蔵
は
、

同
三
十
年
に
郡
長
と
な
り
、
土
功
会
管
理
者
を
兼
務
し
た
。
な
お
土
功
会
は
、
同
三
十
七
年
に
は
見
沼

代
用
水
路
普
通
水
利
組
合
へ
と
発
展
的
に
解
消
し
た
。

○
弔
祭

死
者
を
弔
い
、
霊
魂
を
祭
る
。

○
銘

韻
文
の
一
種
。
四
文
字
句
。
碑
文
は
事
柄
を
客
観
的
に
記
述
す
る
散
文
の
「
碑
記
」
と
、
そ
の

こ
と
を
情
緒
的
に
韻
文
で
う
た
う
「
銘
」
か
ら
な
る
。
銘
を
伴
わ
な
い
碑
文
も
あ
る
。

○
隆
然

盛
り
上
が
っ
て
い
る
さ
ま
。

●
口
語
訳
（
章
立
て
と
小
見
出
し
は
訳
者
が
便
宜
的
に
つ
け
た
）

【
篆
額
】

埼
玉
県
知
事
従
四
位
勲
五
等
の
萩
原
汎
愛
に
よ
る
篆
額
。

【
埼
玉
郡
足
立
郡
の
土
地
柄
】

武
蔵
国
の
南
北
埼
玉
南
北
足
立
の
四
郡
は
、
土
地
は
広
々
と
し
て
い
て
、
肥
沃
な
平
野
が
連
続
し
て

い
る
。
し
か
し
、
田
畑
へ
の
給
水
に
は
不
便
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
農
民
は
そ
れ
を
患
い
と
し
て
い
た
。

【
見
沼
代
用
水
の
開
鑿
】

享
保
年
間
に
、
江
戸
幕
府
の
土
木
工
事
担
当
者
で
あ
る
井
沢
弥
惣
兵
衛
な
る
者
が
、
利
根
川
の
水
を

引
い
て
き
て
、
右
記
の
四
郡
の
中
央
を
貫
流
さ
せ
た
。

こ
れ
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
見
沼
代
用
水
路
」
で
あ
る
。

こ
の
用
水
が
で
き
て
後
は
、
田
圃
が
お
お
い
に
開
か
れ
、
人
々
は
そ
の
恩
恵
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

【
取
入
口
（
圦
）
と
水
量
の
調
整
】

こ
の
見
沼
代
用
水
の
水
源
は
、
北
埼
玉
郡
須
加
村
大
字
下
中
條
に
あ
っ
た
。

二
つ
の
閘
門
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
元
圦
」
「
増
圦
」
と
言
っ
た
。

雨
が
降
っ
て
く
る
と
こ
の
門
を
塞
い
で
水
量
が
多
す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
、
逆
に
旱
で
下
流
の
農
地
が

水
不
足
に
な
り
そ
う
な
ら
ば
門
を
広
く
開
け
て
水
量
を
増
し
、
代
用
水
の
水
路
が
い
つ
も
平
準
を
保
つ

よ
う
に
調
整
し
た
。

【
長
谷
川
氏
が
担
当
】

須
賀
村
の
長
谷
川
氏
が
代
々
水
門
の
管
理
を
掌
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

思
う
に
、
長
谷
川
氏
の
先
祖
で
あ
る
長
谷
川
重
兵
衞
な
る
者
は
、
井
沢
弥
惣
兵
衛
の
も
と
で
、
水
路

開
鑿
に
功
績
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
子
孫
が
そ
の
役
割
を
代
々
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

【
長
谷
川
中
八
の
勉
励
ぶ
り
と
そ
の
影
響
】

重
兵
衞
の
子
孫
の
中
八
は
、
一
心
に
励
ん
で
勤
勉
で
、
そ
の
力
を
水
の
事
業
に
尽
く
し
、
下
流
の
人

々
が
水
の
枯
渇
や
汪
溢
に
悩
む
こ
と
が
な
く
、
農
事
に
励
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

か
く
し
て
土
地
は
益
々
開
墾
さ
れ
、
灌
漑
対
象
の
地
域
も
い
よ
い
よ
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
水
源
に
は
限
り
が
あ
る
の
で
、
拡
大
し
た
田
圃
に
十
分
に
水
が
行
き
渡
ら
な
い
と
い
う
事
態

が
生
じ
た
。

【
増
圦
改
修
復
活
の
企
て
】

そ
こ
で
中
八
は
、
塞
が
っ
て
い
た
取
入
口
で
あ
る
増
圦
の
改
修
復
活
を
企
て
た
。

水
理
総
代
北
足
立
郡
芝
村
の
須
賀
保
實
、
同
郡
新
郷
村
の
中
山
大
四
郎
、
南
足
立
郡
千
住
町
の
髙
尾

紀
□
等
と
あ
い
謀
り
、
増
圦
水
路
を
再
開
鑿
し
て
水
源
と
し
て
導
水
す
る
こ
と
を
計
画
し
た
。
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そ
し
て
国
に
申
請
を
し
、
認
可
を
得
た
。

【
起
工
と
竣
工
】

明
治
七
年
十
一
月
、
工
を
起
こ
し
、
翌
年
三
月
に
至
っ
て
完
成
し
た
。

【
利
害
対
立
を
乗
り
越
え
、
成
就
】

そ
の
工
事
の
途
中
で
、
施
工
の
関
係
上
、
人
の
家
を
壊
し
た
り
、
田
圃
が
使
い
物
に
な
ら
な
く
な
る

と
こ
ろ
が
出
て
き
た
。
す
る
と
工
事
へ
の
批
判
、
そ
し
り
が
ご
た
ご
た
と
沸
き
起
こ
り
、
そ
の
不
利
を

訴
え
る
も
の
が
代
わ
る
代
わ
る
出
て
き
た
。

中
八
は
、
「
公
共
の
利
害
」
を
か
か
げ
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
手
段
を
用
い
て
慰
撫
と
説
得
に
つ
と
め
た
。

そ
し
て
み
ご
と
、
工
事
が
完
成
す
る
や
、
人
々
は
み
な
そ
の
利
益
を
受
け
、
よ
う
や
く
事
業
の
功
績
を

称
え
た
の
だ
っ
た
。

【
増
圦
再
開
後
の
忠
八
の
活
躍
】

中
八
は
、
朴
訥
で
正
直
な
人
柄
で
、
仕
事
に
対
し
て
は
決
し
て
手
を
抜
く
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た

水
や
そ
の
流
れ
の
「

理

」
に
通
じ
て
お
り
、
加
え
て
天
候
に
も
精
通
し
て
い
た
。

こ
と
わ
り

そ
こ
で
彼
が
樋
守
の
仕
事
に
就
く
や
、
樋
門
の
開
閉
は
ま
っ
た
く
時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

常
に
水
源
に
あ
り
な
が
ら
、
二
十
里
余
り
に
わ
た
る
そ
の
水
域
に
お
け
る
水
の
流
れ
を
制
御
し
、
ほ
と

ん
ど
意
の
ま
ま
に
操
る
こ
と
が
で
き
た
。
お
も
う
に
、
彼
の
常
に
心
を
専
一
に
保
っ
て
い
た
こ
と
と
、
積

み
重
ね
ら
れ
た
そ
の
熟
練
の
技
の
賜
物
で
あ
っ
た
の
だ
。

【
四
十
年
以
上
に
わ
た
る
精
勤
】

中
八
は
、
樋
守
の
職
に
つ
い
た
の
が
三
十
一
歳
で
、
七
十
五
歳
ま
で
務
め
た
。
そ
の
間
、
毎
年
灌
漑
を

行
う
期
間
に
な
る
と
、
閘
門
と
そ
の
周
辺
を
巡
回
視
察
し
、
一
日
た
り
と
も
怠
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

【
そ
の
最
期
と
人
々
の
追
慕
】

そ
し
て
明
治
三
十
一
年
九
月
八
日
、
病
を
得
て
亡
く
な
っ
た
。

そ
の
訃
報
に
接
す
る
と
、
遠
近
関
わ
ら
ず
す
べ
て
の
人
が
哀
惜
し
て
そ
の
死
を
惜
し
ん
だ
。

見
沼
代
用
水
路
水
利
土
功
会
は
、
三
百
金
を
贈
り
、
忠
八
の
葬
儀
の
費
用
と
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
中
八
が
立
て
た
功
績
の
大
き
さ
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
建
碑
の
企
て
と
碑
文
の
依
頼
】

中
八
の
跡
取
り
の
増
太
郎
君
が
、
私
の
と
こ
ろ
へ
来
て
、
銘
文
を
書
く
よ
う
依
頼
し
て
き
た
。
銘
文

を
石
に
刻
ん
で
残
し
、
そ
の
功
績
を
永
遠
に
伝
え
た
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

私
は
郡
長
と
し
て
、
土
功
会
を
管
理
す
る
立
場
に
あ
る
の
で
、
道
義
と
し
て
辞
退
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
（
非
才
を
も
顧
み
ず
あ
え
て
承
諾
し
、
）
中
八
翁
を
め
ぐ
る
事
蹟
の
あ
ら
ま
し
を
以
上
の
よ
う

に
記
し
た
。

さ
ら
に
銘
文
を
作
っ
た
の
で
以
下
に
掲
げ
る
。

苦
辛
し
て
閘
門
を
守
り
続
け
る
こ
と
、
四
十
年
あ
ま
り
。

彼
が
唱
え
た
公
共
の
利
益
は
、
広
く
行
き
渡
り
、
こ
の
地
の
良
き
田
圃
を
潤
し
て
い
る
。

隆
然
と
そ
び
え
る
こ
の
石
は
、
中
八
翁
の
功
德
を
末
永
く
表
し
続
け
る
。

そ
の
石
碑
の
傍
ら
を
、
見
沼
の
水
が
、
滾
々
と
い
つ
ま
で
も
流
れ
続
け
て
い
る
。

明
治
三
十
二
年
二
月
、

埼
玉
縣
北
足
立
郡
長
從
七
位
早
川
光
藏
が
撰
文
し
た
。

埼
玉
縣
北
足
立
郡
書
記
の
村
田
充
枝
が
書
し
た
。
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三
．
資
料

（
一
）
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
（
文
政
十
三
（
一
八
三
○
）
年
）
巻
之
二
百
十
四

埼
玉
郡
之
十
九

●
忍
領

◎
下
中
条
村

：
利
根
川

○
三
沼
代
用
水
分
水
口

「
利
根
川
堤
に
あ
り
是
は
三
沼
新
田
開
発
の
時
、
當
郡
及
足
立
郡
の
村
々
、
用
水
の
た
め
に
享
保
十
三

年
井
澤
彌
惣
兵
衛
、
當
村
へ
新
に
利
根
川
分
水
の
口
を
開
き
て
、
二
箇
の
圦
樋
を
置
く
、
一
を
元
圦
樋

と
云
、
享
保
十
三
年
に
造
る
所
な
り
、
長
二
十
四
間
、
横
二
間
、
一
を
増
圦
と
云
、
長
さ
同
じ
、
是
は

翌
十
四
年
造
れ
り
、
是
二
箇
の
圦
樋
の
水
、
共
に
二
十
六
間
を
へ
て
、
合
し
て
一
條
の
流
と
な
り
、
荒

木
村
に
至
り
、
星
川
に
合
し
て
數
村
の
用
水
と
す
、
當
所
に
番
屋
を
建
置
き
圦
樋
を
守
ら
し
む
」

四
．
主
な
参
考
資
料

①
翻
刻
と
訓
訳

・
「
見
沼
代
用
水
沿
革
史
」
（
一
九
五
七
）（
「
見
沼
土
地
改
良
区
史
」
に
再
録
）

②
翻
刻

・
「
利
根
川
上
流
の
碑
」
（
一
九
七
八
）

・
「
い
し
ぶ
み

碑
に
刻
ま
れ
た
埼
玉
の
土
地
改
良
」（
一
九
八
三
）

・
「
伊
奈
町
史
資
料
調
査
報
告
書

第
三
集

伊
奈
町
の
金
石
文
」（
一
九
八
七
）

③
論
文
な
ど

・
「
見
沼
代
用
水
沿
革
史
」
（
一
九
五
七
）

・
「
見
沼
土
地
改
良
区
史
」
（
一
九
八
七
）
…
…
右
記
を
継
承
加
筆

＊
長
谷
川
家
に
つ
い
て

・
中
村
秋
月
「
下
中
條
村
の
長
谷
川
家
と
保
存
記
録
」
「
埼
玉
史
談
」
第
五
巻
第
六
号
（
昭
和
九
．
七
）

＊
本
訳
注
の
作
成
に
あ
た
り
、
行
田
市
郷
土
博
物
館
鈴
木
紀
三
雄
館
長
、
及
び
行
田
市
立
南
河
原
小
学

校
向
井
隆
盛
校
長
よ
り
、
お
お
い
な
る
ご
協
力
を
賜
っ
た
。
記
し
て
お
礼
と
し
た
い
。

以
上

二
○
二
五
年
九
月

薄
井
俊
二
訳
す


